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資料編 

１ 関係法令等 

（１）空家等対策の推進に関する特別措置法 

  

○空家等対策の推進に関する特別措置法 

（平成２６年１１月２７日 法律第１２７号） 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法をここに公布する。 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法 

（目的） 

第１条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域

住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は

財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進

するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を

含む。第１０条第２項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空

家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与

することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって

居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その

他の土地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又

は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危

険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な

管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活

環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家

等をいう。 

（空家等の所有者等の責務） 

第３条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境

に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。 

（市町村の責務） 

第４条 市町村は、第６条第１項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空

家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努

めるものとする。 

（基本指針） 

第５条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施

するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

⑴ 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 
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⑵ 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

⑶ その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするとき

は、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞

なく、これを公表しなければならない。 

（空家等対策計画） 

第６条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するた

め、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」

という。）を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

⑴ 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空

家等に関する対策に関する基本的な方針 

⑵ 計画期間 

⑶ 空家等の調査に関する事項 

⑷ 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

⑸ 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用

の促進に関する事項 

⑹ 特定空家等に対する措置（第１４条第１項の規定による助言若しくは指導、同条

第２項の規定による勧告、同条第３項の規定による命令又は同条第九項若しくは

第１０項の規定による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に

関する事項 

⑺ 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

⑻ 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

⑼ その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。 

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関

し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

（協議会） 

第７条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため

の協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町

村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市

町村長が必要と認める者をもって構成する。 

３ 前２項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

（都道府県による援助） 

第８条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関

しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供

及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなけ

ればならない。 

（立入調査等） 

第９条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者

等を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を

行うことができる。 
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２ 市町村長は、第１４条第１項から第３項までの規定の施行に必要な限度において、

当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせ

ることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる

場所に立ち入らせようとするときは、その５日前までに、当該空家等の所有者等にそ

の旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難で

あるときは、この限りでない。 

４ 第２項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を

示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならな

い。 

５ 第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈し

てはならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第１０条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有す

る情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律

の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以

外の目的のために内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているも

ののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののため

に利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有

者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法

律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるとき

は、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し

必要な情報の提供を求めることができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第１１条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、

又は賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさな

いよう適切に管理されているものに限る。）を除く。以下第１３条までにおいて同

じ。）に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するため

に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第１２条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者

に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第１３条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行

う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情

報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

（特定空家等に対する措置） 

第１４条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、

修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま

放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害

となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項に

おいて同じ。）をとるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空
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家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相

当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図

るために必要な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係

る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対

し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができ

る。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置

を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の

提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又

はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならな

い。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から５日以内に、市町村長

に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することが

できる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第３項

の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取

を行わなければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第３項の規定に

よって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の３日前まで

に、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第６項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利

な証拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第３項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命

ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行して

も同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和２３年法律第

４３号）の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をして

これをさせることができる。 

１０ 第３項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてそ

の措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき（過失がなくて第１項の

助言若しくは指導又は第２項の勧告が行われるべき者を確知することができないた

め第３項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。）は、市町村長

は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任し

た者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置

を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命

じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければな

らない。 

１１ 市町村長は、第３項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他

国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

１２ 前項の標識は、第３項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができ

る。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又

は妨げてはならない。 

１３ 第３項の規定による命令については、行政手続法（平成５年法律第８８号）第３

章（第１２条及び第１４条を除く。）の規定は、適用しない。 

１４ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施
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を図るために必要な指針を定めることができる。 

１５ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土

交通省令・総務省令で定める。 

（財政上の措置及び税制上の措置等） 

第１５条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対

策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に

対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとす

る。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に

基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措

置その他の措置を講ずるものとする。 

（過料） 

第１６条 第１４条第３項の規定による市町村長の命令に違反した者は、５０万円以下

の過料に処する。 

２ 第９条第２項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、２０万円以

下の過料に処する。 

 

附 則（略） 
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（２）空家等対策の推進に関する特別措置法の概要 
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（３）空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針の概要 
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（４）「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイド

ライン）の概要 
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（５）那須塩原市空き家等対策の推進に関する条例 

  

○那須塩原市空き家等対策の推進に関する条例 

平成２８年３月２３日 

条例第３号 

（目的） 

第１条 この条例は、市及び空き家等の所有者等の責務を明らかにするとともに、空家等対

策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）に定め

るもののほか、空き家等対策に関して必要な事項を定めることにより、生活環境の保全

及び安全に安心して暮らせるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 空き家等 法第２条第１項に規定する空家等をいう。 

（２） 特定空き家等 法第２条第２項に規定する特定空家等をいう。 

（３） 所有者等 空き家等の所有者又は管理について権原を有する者をいう。 

（４） 審議会 那須塩原市空き家対策審議会条例（平成２８年那須塩原市条例第４号）

第１条に規定する那須塩原市空き家対策審議会をいう。 

（基本理念） 

第３条 空き家等に関する対策は、適正に管理が行われていない空き家等が市民の生活環

境に深刻な影響を及ぼす一方で、有効に活用することにより地域活性の維持及び増進を

図ることができる資源であることを認識し、市及び所有者等がそれぞれの責務の下に主

体的かつ積極的に推進するものとする。 

（所有者等の責務） 

第４条 所有者等は、空き家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任に

おいて適正に管理しなければならない。 

（市の責務） 

第５条 市は、第１条の目的を達成するため、第３条に規定する基本理念にのっとり、空き

家等に関する対策についての計画を策定し、及び空き家等の適正な管理の促進のために

必要な施策を実施するものとする。 
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２ 市は、前項の計画の策定に当たっては、空き家等の有効な活用に配慮するよう努めるも

のとする。 

（情報提供） 

第６条 何人も、適正に管理されていない空き家等があると認めるときは、市にその情報を

提供することができる。 

（調査） 

第７条 市長は、前条の規定により適正に管理されていない空き家等の情報の提供を受け

たときは、法第９条第１項の規定により、当該空き家等の状況及び所有者等について必

要な調査をすることができる。 

（公表） 

第８条 市長は、法第１４条第３項の規定による命令を受けた者が正当な理由なく当該命

令に係る措置を講じないときは、次に掲げる事項を公表することができる。 

（１） 所有者等の氏名及び住所又は居所（法人にあっては、主たる事業所の所在地、名

称及び代表者の氏名） 

（２） 空き家等の所在地 

（３） 命令の内容 

（４） その他市長が必要と認める事項 

２ 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、当該公表に係る所有者等に対し、

意見を述べる機会を付与しなければならない。 

（意見の聴取） 

第９条 市長は、法第１４条第２項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ審

議会の意見を聴かなければならない。 

２ 市長は、必要に応じて、特定空き家等に関する措置その他の重要な事項について審議会

の意見を聴くことができる。 

（応急代行措置） 

第１０条 市長は、空き家等が適正な管理がなされていない状態にあることにより、人の生

命、身体又は財産に重大な危険が切迫していると認めるときは、当該危険を回避するた

めに必要な最小限度の措置を講ずることができる。 

２ 市長は、前項の措置を講じたときは、当該空き家等の所有者等から当該措置に要した費

用を徴収することができる。 
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（委任） 

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 
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（６）那須塩原市空き家等対策の推進に関する条例施行規則 

  

○那須塩原市空き家等対策の推進に関する条例施行規則 

平成２８年３月２３日 

規則第１４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、那須塩原市空き家等対策の推進に関する条例（平成２８年那須塩原市

条例第３号。以下「条例」という。）第１１条の規定に基づき、条例及び空家等対策の推

進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）の施行に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。 

（事情の把握等） 

第３条 市長は、法第９条第１項に規定する調査を行い、所有者等が判明したときは、所有

者等に対して空き家等の状況を伝えるとともに、今後の管理の方策についての考え方及

び事情の把握に努めるものとする。 

２ 市長は、所有者等から当該空き家等の管理について助言を求められたときは、これに応

じるものとする。 

（立入調査） 

第４条 市長は、法第９条第２項の規定により職員を空き家等に立ち入らせようとすると

きは、当該空き家等の所有者等に対し、立入調査実施通知書（様式第１号）により通知す

るものとする。 

２ 法第９条第４項の身分を示す証明書は、立入調査員証（様式第２号）とする。 

（助言又は指導） 

第５条 法第１４条第１項の助言又は指導を書面で行うときは、空き家等の適正管理に関

する助言・指導書（様式第３号）によるものとする。 

（勧告） 

第６条 法第１４条第２項の規定による勧告は、空き家等の適正管理に関する勧告書（様式

第４号）により行うものとする。 

（命令） 
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第７条 法第１４条第３項の規定による命令は、空き家等の適正管理に関する命令書（様式

第５号）により行うものとする。 

２ 法第１４条第４項の通知書は、空き家等の適正管理に関する命令に対する意見陳述機

会の付与通知書（様式第６号）とする。 

３ 法第１４条第４項の意見書は、空き家等の適正管理に関する命令に対する意見書（様式

第７号）とする。 

４ 法第１４条第１１項の標識は、標識（様式第８号）とする。 

（代執行） 

第８条 法第１４条第９項の規定により代執行を行うこととしたときは、戒告書（様式第９

号）により所有者等に通知するものとする。 

２ 前項の戒告書の通知を受けた所有者等が期限までにその義務を履行しないときは、行

政代執行令書（様式第１０号）により所有者等に通知して代執行を行うものとする。 

３ 前項の代執行の執行責任者は、本人であることを示す証票として行政代執行責任者証

（様式第１１号）を携帯し、関係人の求めがあったときは、これを提示しなければなら

ない。 

（公表） 

第９条 条例第８条第１項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。 

（１） 那須塩原市公告式条例（平成１７年那須塩原市条例第３号）第２条第２項に定

める掲示場への掲示 

（２） 市のホームページへの掲載 

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法 

２ 市長は、条例第８条第２項の規定により意見を述べる機会を付与するときは、空き家等

の適正管理に関する公表に対する意見陳述機会の付与通知書（様式第１２号）により通

知するものとする。 

３ 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知書に記載された

提出期限までに、空き家等の適正管理に関する公表に対する意見書（様式第１３号）を

提出しなければならない。 

（応急代行措置の手続） 

第１０条 条例第１０条第１項に規定する応急代行措置を行ったときは、当該空き家等の

所有者等に対し、空き家等の適正管理に関する応急代行措置通知書（様式第１４号）に



 

57 

より通知するものとする。 

（その他） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
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（７）那須塩原市空き家対策審議会条例 

  

○那須塩原市空き家対策審議会条例 

平成２８年３月２３日 

条例第４号 

（設置） 

第１条 空き家等対策の推進及び適正管理に関する事項について調査審議し、意見を述べ

るため、那須塩原市空き家対策審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、那須塩原市空き家等対策の推進に関する条例（平成２８年那須塩原市条

例第３号。以下「条例」という。）第９条の規定に基づく市長の諮問に応じ、次に掲げる

事項について、調査審議する。 

（１） 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」

という。）第６条第１項に規定する空家等対策計画の策定に関すること。 

（２） 法第２条第２項に規定する特定空家等の認定に関すること。 

（３） 条例第２条第２号に規定する特定空き家等に対する措置の方針に関すること。 

２ 審議会は、前項各号に掲げる事項のほか、空き家等対策の推進及び適正管理に関して、

必要があると認めるときは、市長に意見を述べることができる。 

（組織） 

第３条 審議会は、８人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 学識経験を有する者 

（２） 建築関係者 

（３） 不動産業関係者 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長） 
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第５条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会は、会長が招集する。ただし、会長の職務を行う者がいないときは、市長が

招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決す

るところによる。 

（意見の聴取等） 

第７条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その

意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。 

（守秘義務） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員の職を退いた後も同様と

する。 

（庶務） 

第９条 審議会の庶務は、建設部都市整備課が処理する。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会

に諮って定める。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 
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（８）那須塩原市空き家バンク実施要綱 

  

○那須塩原市空き家バンク実施要綱 

平成２８年３月７日 

告示第４４号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、那須塩原市における空き家を有効活用し、定住の促進並びに地域の活

性維持及び増進を図るために実施する空き家バンクについて、必要な事項を定めるもの

とする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 空き家 個人の居住を目的として建築され、現に居住していない建物（近く居

住しなくなる予定のものを含む。）及びその敷地をいう。 

（２） 所有者等 空き家に係る所有権者又は売却若しくは賃貸を行うことができる権

利を有する者をいう。 

（３） 定住 市の住民基本台帳に登録され、かつ、継続して居住することをいう。 

（４） 空き家バンク 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等から受けた情報を登

録し、市内への定住を目的として空き家の利用を希望する者に対し、情報の提供を行

う制度をいう。 

（５） 暴力団関係者 那須塩原市暴力団排除条例（平成２４年那須塩原市条例第３号）

第２条第４号に規定する暴力団員及び同条第５号に規定する密接関係者をいう。 

（適用上の注意） 

第３条 この告示は、空き家バンク以外の方法による空き家の取引を妨げるものではない。 

（協定の締結） 

第４条 市長は、空き家バンクを円滑に運営するため、公益社団法人栃木県宅地建物取引業

協会（以下「宅建協会」という。）と次に掲げる事項について協定を締結するものとする。 

（１） 空き家の売買又は賃貸借に係る契約交渉の媒介 

（２） 媒介を行う業者の選定 

（３） 空き家の所有者等から空き家バンクへの登録の申請があった空き家の登録に必
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要な調査の共同実施 

（空き家の登録申請） 

第５条 空き家バンクに空き家を登録しようとする所有者等（以下「登録申請者」という。）

は、空き家バンク登録申請書（様式第１号）、同意書（様式第２号）及び空き家バンク登

録カード（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請があった場合には、宅建協会に対し登録に必要な調査を依

頼し、その内容を確認の上、適当と認めるときは、当該空き家を空き家バンク登録デー

タベース（以下「空き家データベース」という。）に登録するものとする。ただし、当該

空き家が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

（１） 賃貸を目的として建築されたもの 

（２） 主として不動産業を営む者が所有するもの 

（３） 所有者等が暴力団関係者であるもの 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの 

３ 市長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家バンク登録完了通知書（様式第４

号）により、当該登録申請者に通知するものとする。 

（空き家バンクの利用登録要件） 

第６条 空き家バンクに登録されている空き家を利用することができる者は、暴力団関係

者に該当しない者であって、次の各号のいずれかの要件を満たしているものとする。 

（１） 空き家に定住し、地域のルールを遵守して生活できる者 

（２） その他市長が適当と認める者 

（空き家バンクの利用登録申請） 

第７条 空き家バンクに登録されている空き家を利用しようとする者（以下「利用申請者」

という。）は、空き家バンク利用登録申請書（様式第５号）及び空き家バンク利用者カー

ド（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請があった場合には、その内容を確認し、適当と認めるとき

は、当該利用申請者を空き家バンク利用希望者登録データベース（以下「空き家利用希

望者データベース」という。）に登録するものとする。 

３ 市長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家バンク利用希望者登録完了通知書

（様式第７号）により、当該利用申請者に通知するものとする。 

（登録事項変更の届出） 
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第８条 第５条第２項の規定による登録を受けた者（以下「空き家登録者」という。）及び

前条第２項の規定による登録を受けた者（以下「空き家利用希望登録者」という。）は、

登録事項に変更があったとき、又は登録された情報を取り消すときは、空き家バンク登

録事項変更（取消）届（様式第８号）を市長に提出しなければならない。 

（登録の取消し） 

第９条 市長は、空き家登録者又は空き家利用希望登録者が次の各号のいずれかに該当す

るときは、登録を抹消するとともに、空き家バンク登録取消通知書（様式第９号）により

通知するものとする。 

（１） 前条に規定する登録の取消しの届出があったとき。 

（２） 偽りその他不正の行為により登録を受けたとき。 

（３） 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。 

（４） 登録した日から起算して２年を経過したとき。 

（５） その他市長が適当でないと認めるとき。 

（登録の期間及び再登録） 

第１０条 空き家登録者及び空き家利用希望登録者の登録期間は登録を完了した日から２

年間とし、再登録を希望する者は第５条又は第７条に規定する登録申請を行うものとす

る。 

（情報提供等） 

第１１条 市長は、空き家データベースに登録された空き家の物件番号、所在地、構造、面

積、建築時期、利用状況、写真等の情報について、市のホームページへの掲載及び空き家

データベースの閲覧により情報の提供を行うものとする。ただし、空き家登録者が希望

しない事項については、この限りでない。 

２ 市長は、空き家に係る当事者間の交渉、売買契約及び賃貸借契約については、一切の責

任を負わないものとする。 

（契約成立の届出） 

第１２条 空き家データベースに登録された空き家の売買契約又は賃貸借契約が成立した

ときは、空き家登録者及び空き家利用希望登録者は、空き家バンク成約報告届（様式第

１０号）を市長に提出しなければならない。 

（その他） 

第１３条 この告示に定めるもののほか、空き家バンクについて必要な事項は、市長が別に
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定める。 

附 則 

この告示は、平成２８年３月７日から施行する。 
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（９）那須塩原市空き家バンク登録建物リフォーム補助金交付要綱 

  

                      那須塩原市告示第１１３号  

 那須塩原市空き家バンク登録建物リフォーム補助金交付要綱を次のように定める。 

                       平成２８年５月１８日   

 

                 那須塩原市長 君 島  寛      

 

那須塩原市空き家バンク登録建物リフォーム補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、那須塩原市空き家バンク実施要綱（平成２８年那須塩原市告示第４４

号。以下「空き家バンク要綱」という。）に規定する空き家バンクの利用を促進するため、

空き家バンクを利用して空き家を購入して定住し、かつ、購入した建物をリフォームしよ

うとする者に対して当該建物のリフォームに要する費用の一部を交付することに関し、

那須塩原市補助金交付規則(平成１７年那須塩原市規則第５１号)に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 定住 本市の住民基本台帳に記録され、かつ、継続して居住することをいう。 

⑵ 登録空き家 空き家バンク要綱第２条第１号に規定する空き家で同要綱第５条第２

項に規定する登録が行われている物件をいう。 

⑶ リフォーム 住宅の機能の維持又は性能の向上を図るために行う工事をいう。 

⑷ 市内施工業者 市内に本店、支店若しくは営業所を有する法人又は市内に住所を有

する個人事業主で建築工事関連業務を営む者をいう。 

⑸ 併用住宅 居住の用に供する部分及び事業の用に供する部分が結合した住宅をい

う。 

 （補助対象者）  

第３条 補助金の交付の対象者は、空き家バンクを利用して登録空き家を購入する者のう

ち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

⑴ 空き家バンクの利用登録者であること。 

⑵ 購入する登録空き家に居住し、かつ、定住する意思があること。 

⑶ 市区町村が賦課する税に滞納がないこと。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となるリフォーム（以下「補助対象事業」という。）は、次の

各号のいずれにも該当するものとする。ただし、併用住宅における事業の用に供する部
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分は、補助対象事業から除くものとする。 

⑴ 主要構造部、居室、台所、便所、風呂その他の生活するために必要な部分のリフォー

ムであること。 

⑵ 補助対象事業に要する経費が５万円以上であること。 

⑶ 市内施工業者が施工するものであること。 

⑷ 国、県又は市が実施している他の制度による補助金等の対象経費として含まれてい

ないこと。 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費の２分の１以内とし、その額に１，００

０円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。ただし、５０万円を限度

とする。 

２ 補助金の交付は、住宅１戸につき１回限りとし、かつ、補助対象者１人につき１回限り

とする。 

(補助金の交付の申請) 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。)は、補助対象事業に

着手する前に、空き家バンク登録建物リフォーム補助金交付申請書(様式第１号)に次に掲

げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

⑴ 誓約書（様式第２号） 

⑵ 補助対象事業に係る見積書の写し 

⑶ 補助対象事業を行う住宅の平面図及びリフォーム予定箇所の写真 

⑷ 市区町村が賦課する税に滞納がないことを証する書類 

⑸ 登録空き家の売買契約書の写し 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 (補助金の交付の決定) 

第７条 市長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査の上、補助金の交付の可

否を決定し、空き家バンク登録建物リフォーム補助金交付等決定通知書(様式第３号)によ

り、申請者に通知するものとする。 

(交付決定の変更の承認申請) 

第８条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、

補助金交付申請書の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに空き家バンク

登録建物リフォーム補助金変更承認申請書(様式第４号)を市長に提出し、その承認を得な

ければならない。 

(実績報告) 

第９条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、当該事業完了日から３０日を経過

する日又は当該日の属する年度の３月２５日のいずれか早い日までに、空き家バンク登

録建物リフォーム補助金実績報告書(様式第５号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出

しなければならない。 

⑴ リフォームの請負契約書及び領収書の写し 

⑵ リフォーム完了箇所を確認できる写真 
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⑶ 転居後の住民票の写し 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 (補助金の額の確定) 

第１０条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容

を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、空き家バンク登録建物リフ

ォーム補助金額の確定通知書(様式第６号)により、交付決定者に通知するものとする。 

(補助金の請求) 

第１１条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに空き家バンク登録建物リフォー

ム補助金交付請求書(様式第７号)を市長に提出しなければならない。 

(補助金の交付の取消し) 

第１２条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の

交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 第３条に規定する要件を欠くことが判明したとき。 

⑵ 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと市長が特に認め

たとき。 

(その他) 

第１３条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則  

 この告示は、平成２８年７月１日から施行する。  
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（10）那須塩原市空き家バンク利用子育て世帯転居補助金交付要綱 

  

                      那須塩原市告示第１１４号  

那須塩原市空き家バンク利用子育て世帯転居補助金交付要綱を次のように定める。 

                       平成２８年５月１８日   

 

                 那須塩原市長 君 島  寛      

 

那須塩原市空き家バンク利用子育て世帯転居補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、那須塩原市空き家バンク実施要綱（平成２８年那須塩原市告示第４４

号。以下「空き家バンク要綱」という。）に規定する空き家バンクの利用を促進するため、

空き家バンクを利用して市内に定住する者に対して空き家バンク利用子育て世帯転居補

助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、那須塩原市補助金交付規則(平成

１７年那須塩原市規則第５１号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 定住 本市の住民基本台帳に記録され、かつ、継続して居住することをいう。 

⑵ 登録空き家 空き家バンク要綱第２条第１号に規定する空き家で同要綱第５条第２

項に規定する登録が行われている物件をいう。 

⑶ 対象児 補助金の交付申請日時点において、１８歳未満の子（１８歳に達する日以後

の最初の３月３１日までの間にある子を含む。）をいう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する世帯の代表者とする。 

⑴ 登録空き家を購入して居住し、かつ、定住する意思のある世帯 

⑵ 対象児と同居する世帯 

⑶ 市区町村が賦課する税に滞納がない世帯 

 （補助金の額） 

第４条 補助金の額は対象児１人当たり５万円とし、対象児１人に対する補助金の交付は

１回限りとする。 

 （補助金の交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、登録空き家の売

買契約を行った日（当該空き家に係る改修工事を行う場合においては、当該改修工事の完

了の引渡しを受けた日）から３０日を経過する日までに、空き家バンク利用子育て世帯転

居補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければな

らない。 
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⑴ 誓約書（様式第２号） 

⑵ 登録空き家の売買契約書の写し 

⑶ 改修工事を行った場合にあっては、当該改修工事の完了の引渡し日を確 

認できる書類 

 （補助金の交付の決定） 

第６条 市長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査の上、補助金の交付の可

否を決定し、空き家バンク利用子育て世帯転居補助金交付等決定通知書（様式第３号）に

より、申請者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第７条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、

交付決定を受けた日から３０日を経過する日又は当該日の属する年度の３月２５日のい

ずれか早い日までに、空き家バンク利用子育て世帯転居補助金実績報告書（様式第４号）

に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

⑴ 登録空き家に転入し、又は転居した後の世帯全員の住民票の写し 

⑵ 世帯全員分の市区町村が賦課する税に滞納がないことを証する書類 

 （補助金の額の確定） 

第８条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を

審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、空き家バンク利用子育て世帯

転居補助金額の確定通知書（様式第５号）により、交付決定者に通知するものとする。 

 （補助金の請求） 

第９条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに空き家バンク利用子育て世帯転居

補助金交付請求書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

 （その他） 

第１０条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則  

（施行期日） 

１ この告示は、平成２８年７月１日から施行し、平成２８年４月１日以後に売買契約を締

結した登録空き家の購入について適用する。 

（経過措置） 

２ 第５条の規定にかかわらず、平成２８年４月１日から同年６月３０日までに売買契約

を行った登録空き家に係る補助金の交付申請については、この告示の施行の日から３０

日を経過する日までにすることができる。 
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（11）那須塩原市空き家バンク利用契約媒介手数料補助金交付要綱 

  

                      那須塩原市告示第１１２号  

那須塩原市空き家バンク利用契約媒介手数料補助金交付要綱を次のように定める。 

                       平成２８年５月１８日   

 

                 那須塩原市長 君 島  寛      

 

那須塩原市空き家バンク利用契約媒介手数料補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、那須塩原市空き家バンク実施要綱（平成２８年那須塩原市告示第４４

号。以下「空き家バンク要綱」という。）に規定する空き家バンクの利用を促進するため、

空き家バンクを利用して空き家を購入して定住する者に対して不動産業者に支払った媒

介手数料の一部を交付することに関し、那須塩原市補助金交付規則(平成１７年那須塩原

市規則第５１号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 定住 本市の住民基本台帳に記録され、かつ、継続して居住することをいう。 

⑵ 登録空き家 空き家バンク要綱第２条第１号に規定する空き家で同要綱第５条第２

項に規定する登録が行われている物件をいう。 

⑶ 利用登録者 空き家バンク要綱第６条第２号に規定する空き家バンク利用希望者登

録データベースに登録された者をいう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象者は、空き家バンクを利用して登録空き家を購入する者のう

ち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

⑴ 登録空き家の売買契約に当たり、媒介手数料を支払った利用登録者であること。 

⑵ 購入する登録空き家に居住し、かつ、定住する意思があること。 

⑶ 市区町村が賦課する税に滞納がないこと。 

 （補助金の額） 

第４条 補助金の額は、支払った媒介手数料の額の２分の１以内とし、その額に１，０００

円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。ただし、１０万円を限度と

する。 

２ 補助金の交付は、住宅１戸につき１回限りとし、かつ、補助対象者１人につき１回限り

とする。 

 （補助金の交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、登録空き家の売
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買契約を行った日から３０日を経過する日までに、空き家バンク利用契約媒介手数料補

助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならな

い。 

⑴ 誓約書（様式第２号） 

⑵ 市区町村が賦課する税に滞納がないことを証する書類 

⑶ 登録空き家の売買契約書の写し 

⑷ 媒介手数料の金額を確認できる書類 

 （補助金の交付の決定） 

第６条 市長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査の上、補助金の交付の可

否を決定し、空き家バンク利用契約媒介手数料補助金交付等決定通知書（様式第３号）に

より、申請者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第７条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）

は、交付決定を受けた日から３０日を経過する日又は当該日の属する年度の３月２５日

のいずれか早い日までに、空き家バンク利用契約媒介手数料補助金実績報告書（様式第４

号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

⑴ 登録空き家に転入し、又は転居した後の世帯全員の住民票の写し 

⑵ 媒介手数料の領収書の写し 

 （補助金の額の確定） 

第８条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を

審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、空き家バンク利用契約媒介手

数料補助金額の確定通知書（様式第５号）により、交付決定者に通知するものとする。 

 （補助金の請求） 

第９条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに空き家バンク利用契約媒介手数料

補助金交付請求書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

 （その他） 

第１０条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則  

（施行期日） 

１ この告示は、平成２８年７月１日から施行し、平成２８年４月１日以後に売買契約を締

結した登録空き家の購入について適用する。 

（経過措置） 

２ 第５条の規定にかかわらず、平成２８年４月１日から同年６月３０日までに売買契約

を行った登録空き家に係る補助金の交付申請については、この告示の施行の日から３０

日を経過する日までにすることができる。 
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２ 策定経緯 

（１）那須塩原市空き家対策審議会 

那須塩原市空き家対策審議会条例に基づき、那須塩原市空き家対策審議会を設置し、市長の諮問

に応じ、空き家等対策計画の策定に関すること等について調査審議しました。 

■那須塩原市空き家対策審議会委員名簿 

区分 氏名 所属 

１号委員 

学識経験者 
三橋 伸夫 宇都宮大学 副学長 

１号委員 

学識経験者 
室井 淳男 栃木県弁護士会 会長 

２号委員 

建築関係者 
君島 広之 栃木県建築士会大田原支部支部長 

２号委員 

建築関係者 
増渕 健治 栃木県建築士会那須塩原支部副支部長 

３号委員 

不動産業関係者 
菊地 清次 栃木県宅地建物取引業協会県北支部副支部長 

４号委員 

自治会 
熊田 仁四郎 黒磯地区 自治会長 

４号委員 

自治会 
中村 博一 西那須野地区 自治会長 

４号委員 

自治会 
渡邊 民生 塩原地区 自治会長 

（敬称略 区分ごとに氏名五十音順） 
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（２）那須塩原市空き家等対策計画策定庁内検討会 

空き家等に関する対策は、関係する分野が多岐にわたることから、那須塩原市空き家等対策計画

策定庁内検討会を設置し、空き家等対策計画の策定について検討しました。 

■那須塩原市空き家等対策計画策定庁内検討会委員名簿 

所属 

企画部 

企画政策課 企画政策係 

ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ課 ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ係 

総務部 

総務課 危機対策・放射能対策室 

課税課 資産税家屋係 

生活環境部 

環境管理課 環境企画係 

生活課 生活安全係 

保健福祉部 

社会福祉課 社会福祉係 

高齢福祉課 高齢福祉係 

産業観光部 商工観光課 商工係 

建設部 

都市計画課 都市計画係 

都市整備課 駅周辺整備室 

道路課 管理係 

建築指導課 指導係 

上下水道部 水道課 営業係 

西那須野支所 市民福祉課 生活環境係 

塩原支所 総務福祉課 市民係 

事務局 都市整備課 住宅係 
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（３）経過 

 

経過 内容 

平成 28 年 3 月 23 日 那須塩原市空き家等対策の推進に関する条例 公布 

平成 28 年 4 月 1 日 那須塩原市空き家等対策の推進に関する条例 施行 

平成 28 年 7 月 25 日 第 1 回那須塩原市空き家等対策計画策定庁内検討会 

平成 28 年 8 月 8 日 第 1 回那須塩原市空き家対策審議会（諮問） 

平成 28 年 8 月 12 日 

～平成 28 年 9 月 5 日 
那須塩原市空き家等実態調査 

平成 28 年 10 月 24 日 第 2 回那須塩原市空き家等対策計画策定庁内検討会 

平成 28 年 11 月 7 日 第 2 回那須塩原市空き家対策審議会 

平成 28 年 12 月 5 日 

～平成 29 年 1 月 5 日 
市民意見募集（パブリックコメント） 

平成 29 年 1 月 12 日 市民意見募集（パブリックコメント）結果公表 

平成 29 年 1 月 25 日 第 3 回那須塩原市空き家等対策計画策定庁内検討会 

平成 29 年 2 月 2 日 第 3 回那須塩原市空き家対策審議会 

平成 29 年 2 月 23 日 第 4 回那須塩原市空き家対策審議会（答申） 
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那須塩原市空き家等対策計画（案） 

平成 29年 2月 
 

那須塩原市 建設部 都市整備課 

〒325-8501 栃木県那須塩原市共墾社 108番地 2 

電話 0287-62-7162  FAX 0287-62-7224 

 


